
寒川町学校教育法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２７年３月２３日

寒川町教育委員会委員長 寺本 偕子



寒川町教育委員会規則第２号 

  

寒川町学校教育法施行細則の一部を改正する規則 

  

寒川町学校教育法施行細則(昭和 59 年寒川町教育委員会規則第 4 号)の一部を次の

ように改正する。 

第 16 号様式の 2 中「寒川町教育委員会委員長」を「寒川町教育委員会教育長」に

改める。 

  附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


